
公益社団法人能代法人会 税制セミナー 
※どなたでも受講できます。(受講無料) 

 

 各 位 
公益社団法人能代法人会 

 

税制セミナー 
「令和６年分所得税の定額減税のしかた」 

 
 「令和６年度税制改正の大綱」において税制改正の内容が決定され、この大綱に沿

った国税の改正法案が成立し、施行された場合には、令和６年分所得税について定額

減税が実施されることとなります。 

デフレ脱却のための一時的な措置として、令和６年分の所得税、令和６年度分の個

人住民税で定額減税が講じられます。 

減税額は、納税者及び配偶者を含めた扶養親族１人につき、所得税※３万円、個人

住民税所得割額１万円となります。ただし、合計所得金額 1,805 万円超の所得者は対

象外とされます。 

※所得税については、住宅ローン控除等の税額控除後の所得税額から減税されます。 

本セミナーでは、給与等の源泉徴収事務担当者の方等に知っておいていただきたい 

「令和６年分所得税の定額減税のしかた」等について説明いたします。 

 

記 

 

１  日 時  ①令和６年４月１６日（火） １３時００分～１４時００分 

       ②令和６年５月２１日（火） １４時００分～１５時００分 

       ③令和６年５月２８日（火） １４時００分～１５時００分 

２  会 場  能代市元町１１番７号 「能代商工会館３階」 

３  内 容  「令和６年分所得税の定額減税のしかた」 

４  講 師  能代税務署 法人課税部門 上席国税調査官 目黒 悟 氏 

５  受講料  無料 

 

～参加をご希望の方へのお願い事項～ 

マスクの着用にご協力ください。 

         

 申込みは、各開催日の１週間前までに能代法人会へお願いいたします。 

 （添付の申込書にて申込みしてください。複数回の受講も可能です。） 

公益社団法人能代法人会 電話 ５４－８３５１ ＦＡＸ ５５－１９４１ 

 

 

 

 

 

 



公益社団法人能代法人会 行 

（FAX ０１８５－５５―１９４１） 

 

 

 

 

１． ４月１６日(火)税制セミナー《令和 6 年分所得税の定額減税のしかた》に出席します。 

（申込締切日 令和 6 年 4 月 9 日） 

 

電 話 

事業所名                 ＦＡＸ              

 

出席者名                                  

 

出席者名                                  

 

 

 

２． ５月２１日(火)税制セミナー《令和 6 年分所得税の定額減税のしかた》に出席します。 

（申込締切日 令和 6 年 5 月 14 日） 

 

電 話 

事業所名                 ＦＡＸ              

 

出席者名                                  

 

出席者名                                  

 

 

 

３． ５月２８日(火)税制セミナー《令和 6 年分所得税の定額減税のしかた》に出席します。 

（申込締切日 令和 6 年 5 月 21 日） 

 

電 話 

事業所名                 ＦＡＸ              

 

出席者名                                  

 

出席者名                                  

 

 

 

 


